
�愛媛県告示第１６４５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６４６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用

する同法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定し

た。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６４７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６４８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

森田歯科医院 森 田 宏 越智郡伯方町大字木浦
甲１２４４－１

平成１５年
７月１日

飯岡調剤薬局
有限会社アメニ
ティ・ライフ・
エイド

西条市飯岡西原２０１９ 平成１５年
８月１日

施術機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

和 田 接 骨 院 和 田 攝 守 伊予三島市中央三丁目
１－９

平成１５年
７月４日

医 療 機 関 （ 指 定 訪
問 看 護 事 業 者 等 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ライフネット 北条市辻７７１番地４ 訪問看護ステーションほう
じょう 北条市辻７７１番地４ 平成１５年７月８日

毎週（火・金）曜日発行 第１４８３号 平成１５年８月１５日
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�愛媛県告示第１６４９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６５０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項の規定

により、次のとおり指定医療機関の辞退があった。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６５１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ニトリ松山店

松山市中央一丁目８６番地外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ニトリ

北海道札幌市手稲区新発寒６条一丁目５番８０号

代表取締役 似鳥昭雄

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ニトリ

北海道札幌市手稲区新発寒６条一丁目５番８０号

代表取締役 似鳥昭雄

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１６年３月２６日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

６，７４４平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１６８台

イ 駐輪場の収容台数

９５台

ウ 荷さばき施設の面積

２２６平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

６３．３８立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前１０時

閉店時刻 午後８時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後８時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口３箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前９時３０分から午後８時３０分まで

２ 届出年月日

平成１５年７月２４日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方

局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の

日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

チヨダ内科リハビリテーシ
ョンクリニック チヨダクリニック 医療法人青峰会 八幡浜市川通１４５５番地２２ 平成１５年８月１日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

森田歯科医院 森 田 宏 越智郡伯方町大字木浦
甲１２４３－１

平成１５年
７月１日

高橋内科診療所 高 橋 山 郎 西条市野々市５１ 平成１５年
４月１日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
辞 退
年 月 日

藤田歯科医院 藤 田 展 大 宇摩郡土居町蕪崎２３３
－１

平成１５年
８月１日

愛 媛 県 報平成１５年８月１５日 第１４８３号
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�愛媛県告示第１６５４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

�愛媛県告示第１６５２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告

示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１６５３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに西条市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルヨシセンター新居
浜店

新居浜市寿町甲４２４３
外

大規模小売店舗を設置する
者及び当該大規模小売店舗
において小売業を行う者の
代表者の氏名

佐 竹 文 彰 嵯峨山 由 範 平成１５年
５月２８日

平成１５年
７月２２日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ディック西条店 西条市朔日市７９６番
１

大規模小売店舗において小
売業を行う者の代表者の氏
名

大 亀 文 夫 山 下 雄 輔 平成１５年
４月１日

平成１５年
７月２４日
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当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに東予市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに東予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１６５５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１６５６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ディック東予店 東予市北条１５９４外
大規模小売店舗を設置する
者及び当該大規模小売店舗
において小売業を行う者の
代表者の氏名

大 亀 文 夫 山 下 雄 輔 平成１５年
４月１日

平成１５年
７月２４日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルヨシセンター椿店 松山市古川北四丁目
５１３番１外

大規模小売店舗を設置する
者及び当該大規模小売店舗
において小売業を行う者の
代表者の氏名

佐 竹 文 彰 嵯峨山 由 範 平成１５年
５月２８日

平成１５年
７月２２日

マルヨシセンター余戸
店

松山市余戸東一丁目
８９番地１外

マルヨシセンター山越
店

松山市山越三丁目７７
２番地外
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３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに伊予市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに伊予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１６５７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに重信町役場において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに重信町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１６５８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルヨシセンター伊予
店 伊予市下吾川１０３１外

大規模小売店舗を設置する
者及び当該大規模小売店舗
において小売業を行う者の
代表者の氏名

佐 竹 文 彰 嵯峨山 由 範 平成１５年
５月２８日

平成１５年
７月２２日

ディック伊予店 伊予市下吾川１０４２番
１外

大規模小売店舗を設置する
者及び当該大規模小売店舗
において小売業を行う者の
代表者の氏名

大 亀 文 夫 山 下 雄 輔 平成１５年
４月１日

平成１５年
７月２４日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン重信・ディ
ックＥＸ重信

温泉郡重信町野田三
丁目１番１３号

大規模小売店舗を設置する
者及び当該大規模小売店舗
において小売業を行う者の
代表者の氏名

ダイキ株式会社
代表取締役
大 亀 文 夫

ダイキ株式会社
代表取締役
山 下 雄 輔

平成１５年
４月１日

平成１５年
７月２４日
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３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

西条地方局産業経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１６５９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

松山地方局産業経済部商工労政課並びに伊予市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに伊予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルヨシセンター新居
浜店

新居浜市寿町甲４２４３
番地

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後１０時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１２時

平成１５年
８月１８日

平成１５年
８月４日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後１０時１５分まで

午前８時４５分から
午前０時１５分まで

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルヨシセンター伊予
店 伊予市下吾川１０３１外

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後１０時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１２時

平成１５年
８月１８日

平成１５年
８月４日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４５分から
午後１０時１５分まで

午前８時４５分から
午前０時１５分まで

��������������

愛 媛 県 報平成１５年８月１５日 第１４８３号

８６６



�愛媛県告示第１６６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、川内町奥松瀬川土地改良区の定款の変更を認可した

。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６６１号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６６２号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により

公告する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１６６３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、岩城村役場にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

越智郡岩城村３３６９番１から同村３３９４番２までの地先公

有水面及び同村３４３８番２から同村３５３２番２までの地先公

有水面

� 区域

次の１の地点から１４の地点までを順次直線で結んだ線

、１４の地点と１の地点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ

．Ｐ．＋１．８５メートル）の陸と公有水面との接する線、

１５の地点から６０の地点までを順次直線で結んだ線並びに

６０の地点と１５の地点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．

Ｐ．＋１．８５メートル）の陸と公有水面との接する線によ

りそれぞれ囲まれた区域

基点（越智郡岩城村字先新所乙３０９番国土地理院「新

所」四等三角点）は、北緯３４度１５分２４．６４６４秒、東経１

３３度０７分５０．０８３３秒の地点

１の地点は、基点から真北５０度４７分０８秒３９．９０メート

ルの地点

２の地点は、１の地点から真北２１度００分４７秒９．６１メー

トルの地点

３の地点は、２の地点から真北２３度２４分５４秒７．７８メー

トルの地点

４の地点は、３の地点から真北２５度１５分２１秒１１．６２メ

ートルの地点

５の地点は、４の地点から真北３４度０２分３２秒６．４５メー

トルの地点

６の地点は、５の地点から真北３５度２５分１１秒６．４４メー

トルの地点

７の地点は、６の地点から真北３０度２９分５０秒９．２０メー

トルの地点

８の地点は、７の地点から真北３２度３０分１９秒９．１８メー

トルの地点

９の地点は、８の地点から真北３４度３２分５６秒９．５８メー

トルの地点

１０の地点は、９の地点から真北３６度５１分１３秒１０．５０メ

ートルの地点

１１の地点は、１０の地点から真北３６度５２分３６秒１．６７メー

トルの地点

１２の地点は、１１の地点から真北３６度５１分２２秒１０．０４メ

ートルの地点

１３の地点は、１２の地点から真北３４度０３分３５秒２１．４４メ

ートルの地点

１４の地点は、１３の地点から真北２９度１８分２９秒４．２７メー

トルの地点

１５の地点は、基点から真北３３度２８分６０秒２１９．５３メート

ルの地点

１６の地点は、１５の地点から真北５３度０３分２２秒２．１６メー

トルの地点

１７の地点は、１６の地点から真北４３度３６分２４秒２．５３メー

トルの地点

１８の地点は、１７の地点から真北３４度５７分５５秒２．２９メー

トルの地点

１９の地点は、１８の地点から真北２８度４３分０５秒２．００メー

トルの地点

２０の地点は、１９の地点から真北２８度４２分２５秒１６．７６メ

ートルの地点

２１の地点は、２０の地点から真北２８度０６分２３秒６．５８メー

トルの地点

２２の地点は、２１の地点から真北２７度２１分３７秒６．４４メー

トルの地点

２３の地点は、２２の地点から真北２３度５５分０５秒７．１９メー

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 寄合地区 平成１５年３月２３日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 泉ノ奥池地区 平成１５年２月２４日
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トルの地点

２４の地点は、２３の地点から真北２０度３４分２０秒７．０４メー

トルの地点

２５の地点は、２４の地点から真北１６度０７分０２秒６．８７メー

トルの地点

２６の地点は、２５の地点から真北１０度４１分５２秒７．５６メー

トルの地点

２７の地点は、２６の地点から真北３度５１分０４秒７．６０メー

トルの地点

２８の地点は、２７の地点から真北３５８度１３分３０秒６．３６メ

ートルの地点

２９の地点は、２８の地点から真北３５４度５８分１５秒６．４６メ

ートルの地点

３０の地点は、２９の地点から真北３５１度００分４９秒６．６９メ

ートルの地点

３１の地点は、３０の地点から真北３４７度４１分４７秒７．２０メ

ートルの地点

３２の地点は、３１の地点から真北３４６度２４分３４秒７．４２メ

ートルの地点

３３の地点は、３２の地点から真北３４５度４８分５９秒１６．３１

メートルの地点

３４の地点は、３３の地点から真北３４５度４９分２９秒１．００メ

ートルの地点

３５の地点は、３４の地点から真北３４５度４８分４２秒２５．５８

メートルの地点

３６の地点は、３５の地点から真北２５５度４７分２４秒２．００メ

ートルの地点

３７の地点は、３６の地点から真北３４５度４８分１６秒４．６２メ

ートルの地点

３８の地点は、３７の地点から真北７５度４７分２４秒２．００メー

トルの地点

３９の地点は、３８の地点から真北３４５度４８分３６秒１０．４７

メートルの地点

４０の地点は、３９の地点から真北３４５度５２分４９秒７．１６メ

ートルの地点

４１の地点は、４０の地点から真北３４６度２７分４１秒７．４２メ

ートルの地点

４２の地点は、４１の地点から真北３４７度３９分２３秒７．４１メ

ートルの地点

４３の地点は、４２の地点から真北３５０度３２分０２秒７．５０メ

ートルの地点

４４の地点は、４３の地点から真北３５３度４９分４３秒７．５７メ

ートルの地点

４５の地点は、４４の地点から真北３５８度１７分３５秒８．０５メ

ートルの地点

４６の地点は、４５の地点から真北２度４７分０１秒７．６１メー

トルの地点

４７の地点は、４６の地点から真北６度０５分２３秒７．５０メー

トルの地点

４８の地点は、４７の地点から真北８度５８分１０秒７．４１メー

トルの地点

４９の地点は、４８の地点から真北１０度１３分１５秒７．３２メー

トルの地点

５０の地点は、４９の地点から真北１０度３９分０５秒７．２１メー

トルの地点

５１の地点は、５０の地点から真北１０度４７分２８秒１８．７７メ

ートルの地点

５２の地点は、５１の地点から真北１０度５４分４１秒８．８８メー

トルの地点

５３の地点は、５２の地点から真北１１度３７分０５秒９．００メー

トルの地点

５４の地点は、５３の地点から真北１３度０１分１８秒９．０８メー

トルの地点

５５の地点は、５４の地点から真北１５度０８分５７秒９．１６メー

トルの地点

５６の地点は、５５の地点から真北１７度３０分５９秒６．９０メー

トルの地点

５７の地点は、５６の地点から真北１９度３７分３４秒６．８１メー

トルの地点

５８の地点は、５７の地点から真北１３度１０分５５秒１．１２メー

トルの地点

５９の地点は、５８の地点から真北３５７度１５分４１秒１．１０メ

ートルの地点

６０の地点は、５９の地点から真北８０度５１分５０秒０．３４メー

トルの地点

� 面積

４，４４８．２２平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１３年３月２１日 愛媛県指令港第８１号

４ しゅん功認可年月日

平成１５年８月１５日

�������
�愛媛県告示第１６６４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、松山市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１５年８月１５日

松山港港湾管理者 愛 媛 県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸守行

松山市北持田町１２２番地

２ 埋立区域

� 位置

愛媛県松山市大可賀三丁目５２５番４に接する大可賀防

潮堤の地先公有水面

� 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び２２の地点と２１の地点

と結んだ線により囲まれた区域

基点 愛媛県松山市南吉田町無番地の国土地理院松山

愛 媛 県 報平成１５年８月１５日 第１４８３号
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空港四等三角点（北緯３３度５０分０１秒２３９、東経１３２度４１

分３９秒１２７）

２１の地点は、基点から真北１４度１３分２２秒１，５４３．１５メー

トルの地点

３１の地点は、２１の地点から真北３０２度０１分０９秒１９．１８

メートルの地点

３２の地点は、３１の地点から真北３１度５９分４９秒１３．１２メ

ートルの地点

３３の地点は、３２の地点から真北３３７度０３分１０秒３５．６６

メートルの地点

３４の地点は、３３の地点から真北４度０２分３０秒１５５．４６メ

ートルの地点

３５の地点は、３４の地点から真北９３度４９分０９秒５２．６２メ

ートルの地点

２３の地点は、３５の地点から真北１２２度０３分１０秒１８．０２

メートルの地点

２２の地点は、２３の地点から真北２７３度４９分０９秒４２．５１

メートルの地点

� 面積

５，２０８．４４平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成８年３月１４日 愛媛県指令７港第４９２号

４ しゅん功認可年月日

平成１５年８月１５日

�愛媛県告示第１６６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局丹原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川丹原線
東予市周布２１６番１から

同市周布６２６番２まで
平成１５年８月１５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 東予玉川線
越智郡玉川町大字鈍川字中ヤシキ袖田乙３９８番２から

同大字字桑ノ畑クボ乙３７６番３まで

旧 １７．５～４４．０ ０．１２２

新 １２．５～２５．０ ０．１２２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 岩城環状線
越智郡岩城村３３６８番２から

同村３３７２番２まで

旧 １７．０～３９．２ ０．０６６

新 ２７．２～５６．９ ０．０６６

〃 〃
越智郡岩城村３３７２番２から

同村３３９３番地先まで

旧 ５．５～１４．７ ０．０７１

新 ５．５～１４．７
２２．９～３２．０

０．０７１
０．０７１

〃 〃
越智郡岩城村３３９３番地先から

同村３５３７番１地先まで

旧 ６．４～４５．５ ０．４９７

新 １０．０～４５．５ ０．４９７

��������������
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�愛媛県告示第１６６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 岩城環状線
越智郡岩城村３３６８番２から

同村３３７２番２まで
平成１５年８月１５日

〃 〃
越智郡岩城村３３７２番２から

同村３３９３番地先まで
〃

〃 〃
越智郡岩城村３３９３番地先から

同村３５３７番１地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山北条線
松山市菅沢町乙４２７番１０から

同町乙４２７番１７まで

旧 ８．０～２７．６ ０．１１６

新 １６．０～３９．０ ０．１１０

〃 〃
松山市菅沢町乙４２７番１７から

同町乙４２７番１６まで

旧 ６．０～１４．０ ０．０５０

新 ６．０～１４．０
２２．０～４４．０

０．０５０
０．０５１

〃 〃
松山市菅沢町乙４２７番１６から

同町乙４２７番１８まで

旧 ５．０～１０．０ ０．１５９

新 ５．０～１０．０
２１．５～６４．０

０．１５９
０．０２４

〃 〃
松山市菅沢町甲７９２番１から

同町甲８００番４まで

旧 ５．０～７．０ ０．１１０

新 ２０．０～４４．７ ０．１１０

〃 〃
松山市菅沢町甲８００番４から

同町甲３９０番１１まで

旧 ５．０～１０．０ ０．２３１

新 ５．０～１０．０
２５．６～４６．０

０．２３１
０．０４２

〃 〃
松山市菅沢町甲３９０番１１から

同町乙３６０番１１まで

旧 ５．５～９．０ ０．３００

新 ５．５～９．０
１２．０～４３．０

０．３００
０．３４３

〃 〃 松山市菅沢町乙３６０番１１
旧 ６．０～９．５ ０．０６２

新 ２３．０～４５．０ ０．０６０

〃 〃
松山市菅沢町乙３６０番１１から

北条市西谷乙２４８番３まで

旧 ５．０～２６．０ ０．２４７

新 ５．０～２６．０
１１．０～２６．５

０．２４７
０．０８０

松山市菅沢町乙３９８番２から

同町乙３９０番７まで
旧 １２．０～５５．８ ０．１１３
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�愛媛県告示第１６７０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、八幡浜都市計

画用途地域の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁に

おいて公衆の縦覧に供する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�公 告

採石業務管理者試験の実施について

採石法（昭和２５年法律第２９１号）第３２条の１３第１項の規定

に基づき、採石業務管理者試験を次のとおり実施する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁会議室（第１別館１１階会議室）

２ 試験の日時

平成１５年１０月１０日（金）１０時

３ 受験願書の提出期間

平成１５年９月１０日（水）から同月１９日（金）まで。ただ

し、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

県庁土木部管理局土木管理課又は住所地を管轄する地方

局建設部若しくは土木事務所

�公 告

事後調査報告書について

愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第

３６条の規定により、次の対象事業について併せて事後調査報

告書を作成したので、同条例第３８条の規定により、次のとお

り公告します。

平成１５年８月１５日

大王製紙株式会社

代表取締役社長 二 神 勝 利

丸住製紙株式会社

代表取締役社長 星 川 一 冶

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

事業者の名称 大王製紙株式会社 丸住製紙株式会社

代表者の氏名
代表取締役社長

二神 勝利

代表取締役社長

星川 一冶

主たる事務所

の所在地

愛媛県伊予三島市

紙屋町５番１号

愛媛県川之江市川

之江町８２６番地

２ 対象事業の名称、種類及び規模並びに対象事業の実施区

域

名 称

大王製紙株式会社三

島工場富郷ダム工業

用水取水設備計画

丸住製紙株式会社大

江工場富郷ダム工業

用水取水設備計画

種 類
製造業に係る工場の

規模の変更の事業

製造業に係る工場の

規模の変更の事業

規 模
排出水量６１，４５０� ／日

増加

排出水量２５，５００� ／日

増加

対象事業の

実施区域

愛媛県伊予三島市紙

屋町５番１号

愛媛県川之江市川之

江町４０８５番地

３ 関係地域の範囲

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年８月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 長井方堀江線 松山市菅沢町乙３９８番２から
同町乙３９０番７まで
及び
松山市菅沢町甲８００番４から
同町乙３９０番７まで

新
１２．０～５５．８

１５．０～５５．８

０．１１３

０．１１１

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年８月４日 特定非営利活動法人
農林畜水産環境管理協会 大 � 秀 樹 松山市枝松一丁目９番２６号 この法人は、農林畜水産業に携わる組織に

対し、国際標準化機構における環境マネジ
メントシステム規格（ＩＳＯ１４００１）の認
証取得支援をはじめとした環境保全型農業
への取り組みに対する支援を行うほか、農
林畜水産業を取り巻く環境問題についての
調査・研究及び普及・啓発に関する事業を
行い、またアジア圏を中心とした諸外国よ
り研修生を受け入れ、農林畜水産業に携わ
る組織に対し派遣することにより、農の分
野から地球環境の保全と国際交流に寄与す
ることを目的とする。

雑 報
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愛媛県伊予三島市及び川之江市

４ 事後調査報告書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所

愛媛県庁、伊予三島市役所及び川之江市役所

� 縦覧期間

平成１５年８月１５日から９月１６日まで

� 縦覧時間

９時から１７時まで

平成１５年８月１５日 印刷
平成１５年８月１５日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円８７２
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